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ロシア特許庁が管轄国際調査機関・管轄国際予備審査機関となる  

 

 

2011 年 12 月 19 日  

JETRO NY  諸岡  

 

 

米国特許商標庁（USPTO）は12月19日、米国が受理官庁（RO 1）である

PCT出願について、ロシア特許庁（Rospatent 2）が国際調査及び国際予備審

査を行うことについて同特許庁と協定を結んだと発表した 3。  

 

これにより、米国を受理官庁としてPCT出願をした出願人は、これまでの

USPTO、欧州特許庁（EPO）、韓国特許庁（KIPO）、オーストラリア特許庁（ IP 

Austra l ia）に加え、ロシア特許庁（Rospatent）を管轄国際調査機関（管轄

ISA）及び／又は管轄国際予備審査機関（管轄 IPEA）として選択できるように

なる。  

 

Rospatentを管轄 ISAとした場合のサーチ料金は４１５米ドル。また、管轄

IPEAとした場合の予備審査料金は５４００ロシアルーブル 4＋手数料２１９米ド

ルとなっているが、Rospatentによるサーチを経ていない場合の予備審査料金

は８１００ロシアルーブルとなる。  

 

この合意を受け、USPTOのDavid Kappos長官は、「Rospatentとの協力

は、米国出願人に更なる選択肢とコスト低減をもたらす」旨述べ、Rospatentの

Bor is Simonov長官は「この協定はUSPTOとRospatent両庁が協力していく

重要な１ステップであり、特許審査の質の更なる向上を図ることが出来る」旨述

べている。  

 

この協定は、2012年1月10日より実施される。  

 

（了）  

                                                             
1  Re cei vi n g  O f fi ce の略  
2
 Ru ss i a n  Fed er a l  Ser vi c e  for  In t e l l e ct ua l  Pr op er t y  

3  プレスリリース  
4  2011 年 12 月 19 日のレートは 1 米ドルは約 32 ロシアルーブル。ドルに換算して支払
う。  

http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-73.jsp

